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容量市場の開始に向けて
 容量市場の初回オークションは2020年度に開始される予定である。現在、実際の運用にむけて
市場管理者である、広域機関において詳細な検討を行っているところ。その検討等の中でいくつか
議論が必要な項目が出てきたため、その点について議論を行う。

1. 市場競争が限定的なエリアについて

2. 発動指令電源について

3. 発電側基本料金の導入について
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市場競争が限定的なエリアについて
 容量市場については、全国単一市場のシングルプライスオークションにて実施することとしている。

 全国単一市場として、全国大で供給信頼度を満たすように容量を確保するが、連系線制約を考
慮すると、各エリアの供給信頼度が確保できないことがあり、その場合には、市場分断する。

 市場分断したエリアは、供給信頼度を満たすまでそのエリアの応札価格の安い順に約定し、約定し
た電源のうち一番高い応札価格を約定価格としている。

 他方、市場競争が限定的となっているおそれがあるエリアにおいては、適正な価格で入札されな
かったり、全体の支払額が増加する可能性も考えられる。具体的には、当該エリアにおける供給力
の量によっては、コストが非常に高い電源も含めほぼすべての電源が約定する可能性が考えられる。
その場合、エリアプライスについてもコストが非常に高い電源に連動して高くなる。
その対応として、こうした際の約定方法について整理が必要であると考えられる。

第15回容量市場の在り方等
に関する検討会資料より抜粋

３
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市場競争が限定的なエリアでの約定価格の決定方法
 市場が分断した場合、供給力確保の観点からそのエリアのエリアプライスの上昇を許容することで電源設置イン

センティブを付与することが重要。一方で、エリアプライスが過度に高くなった場合には、当該エリアの小売事業
者の負担が増加することになるため、電源設置インセンティブの付与と小売事業者の負担のバランスに配慮す
ることが必要。

 このため、例えば、分断処理の結果、入札された電源が全て落札されたエリア、または落札しなかった電源を応
札した事業者が１者の独占状態となっているエリア、といった市場競争が限定的となっているおそれがあるエリア
では、以下のとおり約定価格を決定することとしてはどうか。
① 市場分断が発生した後に供給信頼度基準を満たすまで追加で供給力を確保する。
② 当該エリアのエリアプライスは、約定した電源のうち当該エリアの最も高い応札価格とする。ただし、隣接エリアのエリアプ

ライスのX倍を超えた場合、隣接エリアのエリアプライスのX倍を当該エリアのエリアプライスとする。
③ 応札価格が当該エリアのエリアプライスを下回る電源については、当該エリアのエリアプライスを約定価格とする。
④ 応札価格が当該エリアのエリアプライスを上回る電源については、応札価格を約定価格とする。

 ②のエリアプライスの上限となる”X倍”については、“隣接エリアのエリアプライスの1.5倍”としてはどうか※。

 約定価格近傍の応札（③の約定価格周辺、④で約定したすべての応札）を監視の対象とし、コストベースで
入札していることを確認することで、入札価格の適正性を確認する。

 なお、上記の方法で分断を実施した場合において、電源設置インセンティブが不十分、過度な小売事業者負
担が発生するなどの事情が判明した場合には、エリアプライスの上限を決めるＸ倍の数値も含め、次回のオーク
ションまでに別途対応を検討する。

※ 容量市場における上限価格について議論されている内容（第16回 容量市場の在り方等に関する検討会＠広域機関）を踏まえたもの。容量市場の入札においては、
もっとも限界費用が高いと考えられる緊急設置電源のコストが上限価格になるのではないかとのコメントがあった。この際、上限価格を指標価格の1.5倍とすると、緊急設
置電源にかかるコストの回収も可能と考えられるとのコメントがあった。なお、②のX倍が高まるほど、電源設置インセンティブが高まるものの、小売事業者負担が重くなるこ
とに留意する必要がある。また、基準とするプライスは、隣接エリアだけでなく、全国約定価格とする考え方もある。





（参考）市場支配力の行使への対応
 市場分断により、市場競争が限定的なエリアにおいては、市場支配力を持つ価格決定者が市場
支配力を行使するおそれがある。

 市場支配力を行使したかどうかに関する監視・規制のより具体的、詳細な方法については、監視
等委員会及び広域機関とも連携して検討を行うこととしている。

6（出所）第29回制度検討作業部会

市場支配力行使の類型
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発動指令電源の多様な活用について
 第31回制度検討作業部会において、発動指令電源が、容量確保契約に基づく発動指令への
応答に支障が出ない範囲において、別途、供給力や調整力として卸電力市場や需給調整市場
などで活用されることは許容されることを確認した。

 そのうえで、発動指令電源が、需給調整市場でΔkWを落札した場合、一般送配電事業者（以
下、一送）が容量確保契約に基づき発動指令を行うか、調整力として発動指令を行うかを選択
するものとし、発動にあたっては、いずれの契約に基づくものか一送で整理したうえで発動する（以
下、選択制）ことを提案し、運用方法含め引き続き検討としていた。

 また、この際、オブザーバーより、選択制とする場合、需給ひっ迫時に追加する供給力の量が減少
し、需給ひっ迫が解消できず供給力不足に繋がる懸念があり、選択制で運用上問題ないか検討
が必要とのコメントがあった。

 今回、発動指令電源の選択制について再度検討を行ったため、議論いただきたい。



9

（参考）制度検討作業部会における過去の議論
第31回 制度検討作業部会 資料3
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（参考）制度検討作業部会における過去の議論
第31回 制度検討作業部会 資料3

オブザーバー意見
（佐藤オブザーバー）
調整力が広域運用された後は需給ひっ迫時に他のエリアの余力を使い切っている可能性があり、「選択する」仕組みをと
ることによって追加する供給力の量が減少すると、需給ひっ迫が解消できず供給力不足に繋がる懸念があり、「選択する」
仕組みで運用上問題ないか確認が必要である。
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（参考）容量市場の在り方等に関する検討会における過去の議論
第20回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料５



12

発動指令電源の選択制についての考察①
 発電指令電源（DRや蓄電池等）は、従来型電源とは異なり、あらかじめ需給ひっ迫が予想され
る場合ではなく、当日の需給状況の急激な悪化等、３時間前までの発電指令により追加的に供
給力を提供できることに価値があるもの。一送の日々の需給運用においても、同じような機能を持
つ電源Ⅰ’を活用し、対応を行っている。

 今後需給調整市場の整備が進み、発動指令電源に対して、容量確保契約に基づき発動指令
を行うか、調整力として発動指令を行うか選択制とした場合、片方の市場のリクワイアメントを満た
すだけでよく、リクワイアメントの達成が容易になることが想定されるため、容量市場において発動指
令電源として落札された電源が、需給調整市場における三次調整力②に積極的に参入すること
が想定される。

 もし、発電指令電源が三次調整力②として活用されると、その分三次調整力②として活用される
想定だった従来型電源が使われないことになる。もし、発電指令電源が活用される量が増えていっ
た場合、活用されなくなった従来型電源はバランス停止することとなる。仮に、三次調整力②の調
達後の需要の増加等により、一送が発動指令電源に発電指令を行うことになった場合、その断面
においては、稼働を見込める電源の量が容量市場で確保した量を下回ることとなり、運用断面で
の供給信頼度が下がってしまう可能性がある。
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発動指令電源の選択制についての考察②
 前述のとおり、選択制とした場合、運用断面において需給ひっ迫が想定された場合に供給力が減
少し、運用断面の信頼度が低下する懸念があると考えられる。

 そのため、安定供給の観点からは、一送が発電指令電源を確実に持ち需給ひっ迫時にきちんと備
えられていることが重要であり、その点を鑑みて、一送による選択制はとらないこととし、容量市場に
おいて落札された発動指令電源は、容量確保契約に基づく発動指令に対応できることを前提にし
た上で、さらに、調整力としても活用が可能と整理することしてはどうか。

 なお、現在発動指令電源と同じ機能（一送による３時間前までの発電指令により追加的に供
給力を提供する）を持つ電源を電源Ⅰ‘として確保しており、この電源Ⅰ’と同程度の量が発動指
令電源に参入すれば、発動指令電源として一送が必要とする量が確保できていると考えられるの
ではないか。

 そのため、2020年度に予定されている容量市場の初回オークションのあとに開催される振り返りに
おいて、発動指令電源がきちんと確保されているか（発動指令電源の確保量の変化）を検証す
る必要がある。その結果を踏まえ、必要に応じて、発動指令電源の最低確保量を設定する等、運
用断面での信頼度確保のあり方を検討することにしてはどうか。
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発電側基本料金の導入ついて

 現在監視等委員会において発電側基本料金の制度設計について検討を行っているが、
当該制度については容量市場に参加する発電事業者の入札行動に影響を与えるもの
と考えられ、監視等委員会に検討の前提となるいくつかの条件の整理を求めていた。
（第31回制度検討作業部会）

 上記をうけ、9/13開催の第41回制度設計専門会合において発電・小売間の負担の
転嫁の在り方について議論がなされる予定。
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（参考）制度検討作業部会における過去の議論
第30回 制度検討作業部会 資料4-1
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（参考）制度検討作業部会における過去の議論
第31回 制度検討作業部会 資料4
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発電側基本料金の導入ついて
 発電側基本料金が導入された場合、以下の点について検討を行う必要があるのではないか。

整理された発電事業者と小売電気事業者間の負担転嫁の考え方を踏まえて、それが容量市場
の入札行動へ与える影響の整理
（例：Net CONEの考え方へ適用の有無、初回オークションに向けた対応）

 その検討については、広域機関（容量市場の在り方等に関する検討会）において行うこととして
はどうか。

 なお、広域機関での検討結果については、本作業部会にて議論を行うとともに、監視等委員会へ
報告を行うこととしてはどうか。
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（参考）Net CONEについて
第16回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料4

第17回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料3抜粋


